
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七

年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
）

第
一
条
　
道
府
県
は
、
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
市
町
村
道
の
改
築
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
市
町
村
道
の
路
線
名
、

工
事
区
間
、
工
事
の
種
類
及
び
工
事
の
開
始
の
日
を
告

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を

完
了
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
工
事
の

開
始
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
が
市
町

村
道
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
行
う
権
限
は
、
道
路

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）

第
四
条
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
道
府
県
が
代
わ
つ
て
行
う
権
限

は
、
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
工
事
の

開
始
の
日
か
ら
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た

当
該
工
事
の
完
了
又
は
廃
止
の
日
ま
で
の
間
に
限
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
法
施

行
令
第
四
条
第
一
項
第
四
十
一
号
及
び
第
四
十
二
号
に

掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
当
該
完
了
又
は
廃
止
の
日

後
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
道
府
県
は
、
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
道
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
道
路
法
施
行
令
第

四
条
第
一
項
第
二
十
四
号
、
第
三
十
二
号
又
は
第
三
十

四
号
（
い
ず
れ
も
協
定
の
締
結
に
係
る
部
分
に
限
る
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
権
限
を
行
お
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
市
町
村
道
の
道
路

管
理
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
道
府
県
は
、
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
道
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
道
路
法
施
行
令
第

四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
九
号
、

第
十
二
号
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

号
）
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
入
札
占
用
指
針
の
策
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
（
道
路
法
第
四
十
八
条
の

二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
占
用
指
針
の
策
定

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四

号
、
第
三
十
五
号
（
道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
協
議
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
六
号
（
道

路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
協
議
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
又
は
第
四
十
三
号
に
掲
げ
る
権
限
を
行
つ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
市
町
村
道
の

道
路
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
の
負
担
割
合
の
特
例
等
に
係
る
交
付
金
等
）

第
二
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
交
付
金
は
、
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫

負
担
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十

一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金
と
す

る
。

２
　
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
交
付

金
の
額
は
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す

る
経
費
に
対
す
る
通
常
の
国
の
交
付
金
の
額
に
、
当
該

経
費
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
す
る
な
ら

ば
国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
こ
と
と
な
る
割
合
を

参
酌
し
て
総
務
省
令
・
農
林
水
産
省
令
・
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
算
す
る

方
法
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
四
月
一
八
日
政
令
第
一

二
四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
へ
き
地
教
育
振
興
法
施

行
令
、
離
島
振
興
法
施
行
令
、
過
疎
地
域
対
策
緊
急
措

置
法
施
行
令
及
び
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令

の
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３
　
昭
和
四
十
九
年
度
以
前
の
予
算
に
係
る
国
庫
補
助
金

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
一
日
政
令
第
一
五
一

号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
施
行
令
、
公
立

学
校
施
設
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
法
施
行
令
及
び
豪
雪

地
帯
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
平
成
九
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
八
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
庫
負
担

金
及
び
国
庫
補
助
金
（
平
成
八
年
度
の
国
庫
債
務
負
担

行
為
に
基
づ
き
平
成
九
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ

れ
た
国
庫
負
担
金
及
び
国
庫
補
助
金
を
含
む
。
）
並
び

に
平
成
九
年
度
の
国
庫
負
担
金
で
平
成
九
年
三
月
三
十

一
日
以
前
に
災
害
を
被
っ
た
公
立
学
校
の
施
設
の
災
害

復
旧
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
九
日
政
令
第
一
五

二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
施
行
令
、
公
立

養
護
学
校
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
、
公
立
学
校
施
設

災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
法
施
行
令
及
び
豪
雪
地
帯
対
策

特
別
措
置
法
施
行
令
の
規
定
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
九
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
庫
負
担

金
及
び
国
庫
補
助
金
（
平
成
九
年
度
の
国
庫
債
務
負
担

行
為
に
基
づ
き
平
成
十
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ

れ
た
国
庫
負
担
金
及
び
国
庫
補
助
金
を
含
む
。
）
並
び

に
平
成
十
年
度
の
国
庫
負
担
金
で
平
成
十
年
三
月
三
十

一
日
以
前
に
災
害
を
被
っ
た
公
立
学
校
の
施
設
の
災
害

復
旧
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

六
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
一
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
庫
補

助
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
八
日
政
令
第
二
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
五
日
政
令
第
三

〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
二
十

八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
二
三
日
政
令
第
二

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

八
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
二
八
日
政
令
第
二

八
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
二
〇
日
政
令
第
三

二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
二
四
日
政
令
第
二
六

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
九
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

1


